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● ①やりがいや意欲の持てる職場風土の醸成に資する取組み

 ②多様な職員の能力発揮に向けた、柔軟な働き方の支援に関する取組み

 ③ハラスメントや差別・偏見の防止等に向けた取組み

 ④各職場で行うコンプライアンス推進の取組み

 ⑤服務規律の確保や適正な事務執行に向けた取組み

令和8年度仙台市コンプライアンスアクションプラン

１   このプランについて

　本プランは、「仙台市コンプライアンス推進計画（令和7年度～令和11年度）」（以下「推進計画」という。）に基づき、令和8年度
に実施する具体的な取組みの項目、内容等を定めるものである。推進計画では、職員の行動の基本となる「仙台市コンプライアンス行
動規範集」に掲げる理念を本市職員の行動の基本として堅持しつつ、社会や環境の変化に的確に対応しながら、持続的かつ実効的な取
組みを進めていくため、下記のとおり基本目標を定めた。

　推進計画では、基本目標の実現に向けて次の５区分を中心に各種の取組みを実施することとしている。本プランにおいても、これら
に基づき具体的な取組みを実施していく。なお、「⑤服務規律の確保や適正な事務執行に向けた取組み」においては、「適正な事務の
確保に向けた取組方針（令和５年４月）」および「適正事務の確保に向けた本庁と区役所の事務のありよう等における課題への対応方
針（令和６年２月）」により示した取組みを含め実施していくこととしている。

(2)  取組区分と関連する基本目標

目標１
職員のやりがいや
意欲を高める環境

づくり

目標２
多様化への対応と
組織力の向上

目標３
職員一人ひとりへ
のコンプライアンス
意識の浸透・強化

関連する基本目標

取組区分

仙台市コンプライアンス推進計画（令和7年度～令和11年度）基本目標

目標1 職員のやりがいや意欲を高める環境づくり
目標2 多様化への対応と組織力の向上
目標3 職員一人ひとりへのコンプライアンス意識の浸透・強化
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２　各取組項目の内容

NO. 取組名称 内容 対象 時期 主担当

①やりがいや意欲の持てる職場風土の醸成に資する取組み

1 人事評価制度・
人事面談の機会
の活用

①職員の能力・実績を適正に評価し、人材育成に活用するととも
に、上司・部下間の良好なコミュニケーションのもとで職員の意欲
や資質の向上を図るため、人事評価結果と人事面談の機会のさらな
る活用を進める。
②人事面談について、より効果的な面談とするため、評価者向けの
面談研修を実施する。

①市長部局、行政委員会（教育局除く、議会事
務局含む）の全職員（会計年度含む）
②人事評価者面談研修：係長職以下人事評価一
次評価者、一部の一次評価補助者

①人事評価者面談　期首5～6
月　期中9～10月　期末1～3
月
②人事評価者面談研修　5～6
月

総務局人事課・
職員研修所（、
各職場）

2 業務改善を促進
する制度の活用

市民サービス向上や業務の効率化に資する職員の業務改善の取組み
を各職場において積極的に促していく。また、業務改善の優れた取
組みを市長又は局区長等から表彰する制度を運用するとともに、取
組みを参考事例として広く庁内に紹介し、各職場での取組みの促進
に活用する。

全市 募集は通年、表彰は3月 総務局コンプラ
イアンス推進担
当(、各職場)

3 職員表彰規則に
基づく表彰制度
の活用

本市の業務運営上特に顕著な功績を挙げた職員、永年の地域貢献を
行った職員、災害派遣職員等に対する市長又は局区長等による表彰
制度を運用するとともに、職員の意欲向上や活気ある職場づくりに
向けて各職場で活用する。

全市 3月（定期）及び随時 総務局コンプラ
イアンス推進担
当(、各職場)

拡充 4 カスタマーハラ
スメント対策

カスタマーハラスメント防止体制をさらに強化するため、職員向け
研修を実施し、対応スキルの向上を図る。また、専門的助言を得ら
れる外部相談窓口を設置するとともに、区役所等の通話録音環境を
整備し、職員の安全確保と適切な対応基盤の充実を進める。

全市 通年 総務局コンプラ
イアンス推進担
当

新規 5 職員エンゲージ
メント向上

職員の働きがいや意欲、組織に対する思い入れ等のエンゲージメン
トを向上させるため、実態の把握・分析を行い、マネジメント研修
につなげるなど、効果的な施策の推進を図る。

全職員 通年 総務局職員研修
所

②多様な職員の能力発揮に向けた、柔軟な働き方の支援に関する取組み

6 「仙台市ダイ
バーシティ推進
指針」理解促進
のための職員研
修

本市のあらゆる施策にダイバーシティの視点を反映させるにあた
り、「仙台市ダイバーシティ推進指針」における基本的理念等を庁
内に周知・浸透させるための職員研修を行う。

全職員 ①5月（トップセミナー）
②5月（一般職員向け）
③7/14ほか（テーマ別研修）

まちづくり政策
局ダイバーシ
ティ推進課

7 多様な働き方を
支援する勤務時
間・休暇制度等
の利用促進

①厚生課と連携し、配偶者が出産予定の男性職員に各種子育て支援
制度の情報提供を目的としたメールを配信する。
②制度改正に合わせ、休暇・職免の取扱い（手引き）、子育て制度
ハンドブック、グループウェア等を改定し、各課室公所長宛に所属
職員への周知を依頼する。

全市 ①メール配信：毎月　②制度
改正周知：随時

総務局人事課
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NO. 取組名称 内容 対象 時期 主担当

8 柔軟な働き方の
推進

個々の職員の事情に応じた働き方が可能となるよう、柔軟な勤務割
を設定できる制度を検討する。

全市 通年 総務局人事課・
労務課

③ハラスメントや差別・偏見の防止等に向けた取組み

9 職員へのハラス
メント防止意識
の啓発

仕事への意欲や適切な業務執行、職場の風通しに重大な影響を及ぼ
す各種ハラスメントの防止に向けて、管理監督職、一般職のそれぞ
れに対し、基本的な知識や対処法等について理解を深めるための情
報提供を行う。

市長部局、行政委員会（教育局除く、議会事務
局含む）の全職員

7月 総務局人事課・
コンプライアン
ス推進担当

10 障害者差別の解
消を推進するた
めの研修

障害を理由とする差別の解消のために仙台市職員・管理職員として
求められる役割の理解と、障害及び障害者への関心・理解を深める
研修を実施。

①新規採用職員
②全職員
③市民利用施設指定管理者職員等

①8月頃
②未定
③未定

健康福祉局障害
企画課

11 性の多様性に関
する市職員向け
理解促進

性の多様性について、正しい知識を得ることで、偏見や差別の解
消、市民対応や職場環境の向上及び各事業への反映を目指すため、
職員向けハンドブックの活用や研修の実施等により、性の多様性に
関する市職員の理解促進を図る。

全職員 未定 市民局男女共同
参画課

12 職員相談・通報
窓口の運用

職場内での不正行為等について、職員からの通報を受け付け、調
査、是正措置等を行う窓口を設置するとともに、制度の活用につい
て庁内周知を図る。また、内部職員に相談しにくい場合等に対処す
るため、外部相談窓口を設置するほか、窓口の適正な運用に向けて
窓口担当職員研修を実施する。階層別の職員研修等において制度の
案内を充実させるほか、窓口担当職員研修等の場で、他任命権者の
窓口担当職員に対しても制度の周知を働きかけるとともに、周知に
係る取組に関する意見交換を実施するなどし、認知度の向上を図
る。

市長部局、行政委員会（教育委員会除く。）及
び議会の事務局、消防局、教育局、水道局、交
通局、ガス局、市立病院に勤務する職員等（研
修は窓口担当職員約10名）

通年（研修は4月） 総務局コンプラ
イアンス推進担
当

13 ハラスメント等
に関する相談対
応体制の整備・
運用

職員からのハラスメント相談に対応するため、各局区の主管課長等
を苦情相談員とする相談体制を整備・運用するほか、内部職員には
相談しにくい場合のために外部相談窓口を設置する。また、内部相
談員を対象に、相談への適切な対応のための研修を実施する。

市長部局、行政委員会（教育委員会除く。）及
び議会事務局、消防局、教育局、水道局、交通
局、ガス局、市立病院に勤務する職員

7月 総務局人事課・
コンプライアン
ス推進担当

④各職場で行うコンプライアンス推進の取組み

14 各局区等のコン
プライアンス実
施計画に基づく
取組み

局区コンプライアンス責任者などの幹部職員による若手職員等との
交流や職場訪問、局内事業を学び合う研修など各局区等それぞれの
組織の実情に合わせたコンプライアンス推進に向けた取組みを計画
し、実施する。

全市 通年 (各職場)
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NO. 取組名称 内容 対象 時期 主担当

15 各職場のコンプ
ライアンス推進
に向けた取組み
の支援

①職場の職務遂行能力の向上及び職場の活性化を図ること、各職場
での職場研修の充実に向けたスタートアップ支援をねらいとし、職
場研修実施時の講師謝礼を援助する。
②研修を通して各職場で直面している課題解決を図るため、職員研
修所が設定したテーマについて、職員研修所がプログラムを企画
し、希望する職場へ講師を派遣する出前型研修を実施する。

希望する部署からの応募に基づき選考により決
定

①4～2月のうち実施を希望す
る時期　②8～2月のうち実施
を希望する時期

総務局職員研修
所

16 関係部署が共通
理解のもとで事
務を遂行するた
めの取組みの推
進

関係部署が共通理解のもとで事務を遂行することができるよう、
「マニュアルの作成・活用・改訂のポイント」・「効果的な会議の
ポイント」の活用や、制度所管部署である本庁と実務担当部署であ
る区役所を含めた関係部署の顔の見える関係性づくりに資する庁内
好事例の周知などを行う。

全市 通年 総務局コンプラ
イアンス推進担
当、市民局区政
課

⑤服務規律の確保や適正な事務執行に向けた取組み

17 内部統制制度の
運用による適正
な事務執行の推
進

適正な事務執行の確保に向けて、各職場でのリスクチェックシート
を活用したリスク管理、事務ミス等が発生した際の的確な対処と検
証、再発防止策の策定とリスク対応策への反映等の取組みを全庁的
に推進することにより、内部統制制度の効果的な運用を図る。ま
た、不適切な事務処理事例の一覧を定期的に庁内共有するほか、事
案を類型ごとに整理し、定期的に市ホームページで公表するととも
に、再発防止に向けた分析等を行う。

全市 通年 総務局コンプラ
イアンス推進担
当・行政経営課

18 適正事務の確保
に資する体制づ
くりに向けた検
討

業務状況等に応じた適正な人事異動サイクルや人員配置の推進、育
成指導やマネジメント補佐への役職定年者等の活用を含む職員のサ
ポート体制の整備・充実など、適正事務の確保に資する体制づくり
に向けた検討を進める。

市長部局、行政委員会（教育局除く、議会事務
局含む）の全職員

通年 総務局人事課

19 事務引継の機会
などを活用した
職員の業務理解
の促進

より確実な事務引継の実施のため、引継期間をより長く確保できる
よう見直すとともに、引継事項の理解の浸透のため、上司をはじめ
とした職場におけるフォローアップの取り組みを強化する。

市長部局、行政委員会（教育局除く、議会事務
局含む）の全職員（会計年度含む）

3月 総務局人事課
（、各職場）

20 公務員倫理・服
務チェックシー
トを活用したセ
ルフチェックの
実施

公務員倫理・服務規律の徹底のため、所属長からチェックシートを
所属職員に配付し、全職員がセルフチェックを行い、その結果を所
属長から確認を受ける。また、職場で行う朝礼等でチェックシート
を活用して職員間で内容の振り返りを行う。

市長部局、行政委員会（教育局除く、議会事務
局含む）の全職員（会計年度含む）

①8月、②12月 総務局人事課

21 職員の懲戒処分
に関する周知等

懲戒処分に係る透明性を確保するとともに、非違行為の発生を抑止
するため、職員の懲戒処分に関する指針をグループウェアに掲載
し、周知を図る。また、職員による非違行為があった場合には、綱
紀粛正と再発の防止に向け、その内容等について市ホームページで
公表するとともに、職員へ周知する。

市長部局、行政委員会（教育局除く、議会事務
局含む）の全職員（会計年度含む）

随時 総務局人事課
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NO. 取組名称 内容 対象 時期 主担当

22 計画的・継続的
なOJTの実施に
向けた支援

①各職場の日常業務におけるOJTを意識した人材育成の取組みの充
実につなげるため、OJTハンドブック及びその概要版を研修におい
て活用するほか、全職員を対象としたOJT自学研修を実施する。
②管理監督者に向け、より効果的かつ組織的な人材育成やＯＪＴの
仕組み・環境作りのスキルを身につけることを目的とし希望制の研
修を実施する。

①全職員　②受講を希望する係長職以上の職員 ①通年　②1月 総務局職員研修
所

23 窓口サービス向
上事業

窓口サービスの向上に向けて、来庁者アンケートを行うとともに、
その結果を踏まえて改善策を講じていく。また、取組みの成果を市
ホームページ等で公表し、全庁的な水準向上を図る。

来庁者アンケート：全庁 11月～3月 総務局行政経営
課

24 「市民の声」制
度の運用

市長への手紙やインターネット、電話または要望・陳情書などによ
り市民等から寄せられた市政に関する提言や要望、苦情を「市民の
声」として広聴担当課で受け付ける。その後、所管課で内容を検
討・精査したうえで、必要に応じて回答するなどの対応を行う。
また、受け付けた内容等は、個人情報を除いたデータを庁内で共有
するとともに、市民等に回答したものの一部は、市ホームページに
掲載することで、市民満足度の向上や事務の透明性の確保を図る。

全職員 通年 市民局広聴課

25 服務規律の確保
や適正な事務執
行に向けた各種
研修等

服務規律の確保や適正な事務執行に向け、事務所管課等による研修
を行う。

別紙参照 別紙参照 別紙参照

26 服務規律の確保
や適正な事務執
行に向けた各種
検査等

服務規律の確保や適正な事務執行に向け、事務所管課等による点
検・検査・監査を行う。

別紙参照 別紙参照 別紙参照

< コンプライアンス推進全般にかかわる施策 >

27 トップセミナー 本市が目指すコンプライアンスのさらなる推進に向けて、果たすべ
き責務や心構え等について確認し、所管組織における職員のコンプ
ライアンス意識向上や職場活性化への実践につなげていくための研
修等を実施する。

コンプライアンス責任者（局区等の長）、統括
コンプライアンス推進員（次長又は副区長等）
等

未定 総務局コンプラ
イアンス推進担
当

28 コンプライアン
ス推進員研修

所属職員のコンプライアンス意識ややりがいの向上、職場内での的
確なマネジメント等の推進に向けて、実践につながる研修や参考情
報の提供を行う。

コンプライアンス推進員（ポスト課長） 未定 総務局コンプラ
イアンス推進担
当

29 コンプライアン
ス推進に向けた
庁内啓発

現状の正確な認識と自発的な行動を促すため、コンプライアンスに
関するトピックスについて各局課長会等での周知を行う。また、コ
ンプライアンスに係る様々なトピックスや各職場での取組み事例等
を紹介する庁内広報紙「コンプラ通信」をグループウェア等で配信
する等により、全庁的なコンプライアンス推進に関する啓発に取り
組む。

全市 通年・随時 総務局コンプラ
イアンス推進担
当
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２　各取組項目の内容（別紙）

NO. 取組名称 内容 対象 時期 主担当

25　服務規律の確保や適正な事務執行に向けた各種研修等

(1) 公務員倫理・コ
ンプライアンス
研修

新規採用や昇任・昇格時等の階層別研修において、地方公務員法等
の公務員としての基本的なルールや倫理観について理解を深めると
ともに、職責に応じた事例検討等を通じて事務の適正な執行への意
識を高める研修を行う。

①新規採用職員（前期約440名、中期約300名、
年央未定）　②入庁2年目職員（約400名）　③
入庁3年目職員（約270名）　④入庁5年目職員
（約290名）　⑤入庁7年目職員（約210名）
⑥主任昇任者（約300名）　⑦総括主任就任者
（約40名）　⑧係長職昇任者（約180名）　⑨
ポスト係長職就任者（約170名）　⑩課長職昇
任者（約90名）　⑪ポスト課長職就任者（約
100名）　⑫54歳・53歳到達職員（約120名）
⑬60歳到達職員（約140名）　⑭再任用職員
（約20名）

①4月、8月、10月、1月　②9
月　③6月　④10月　⑤7月
⑥8月　⑦7月　⑧5月　⑨5月
⑩7月、10月　⑪7月　⑫11月
⑬12月　⑭12月

総務局職員研修
所

(2) 適正事務の確保
に向けた研修の
充実

適正事務の確保に向け、研修を実施する。
①自職場の事務ミス防止の仕組みを考える研修
②法制執務概要の学習、適正な事務執行をテーマとしたグループ
ワーク
③ファシリテーション研修
④管理監督者向けファシリテーション研修
⑤マニュアル作成講座

①受講を希望するポスト係長　②入庁2年目職
員（約400名）　③入庁5年目職員（約290名）
④受講を希望する係長職以上の職員　⑤受講を
希望する係長職以下の職員

①7月、10月　②9月　③10月
④8月　⑤8月、11月

総務局職員研修
所

(3) 事務系実務基礎
講座

業務を遂行するうえで基本となる事務分野について、その事務の概
要を把握するとともに、実務上必要となる知識を身に付けるための
研修を実施する。
①法制執務　②文書事務　③予算・決算　④情報公開と個人情報保
護

全職員のうち希望者 ①②6月
③6月　④9月

総務局職員研修
所

(4) 市民応対に関す
る研修の実施

社会人として必要とされる接遇の基本マナーを身に付けるため、新
規採用職員研修において接遇マナー研修を行う。クレーム対応の事
例等をもとに、配慮ある言葉づかいや表現方法について学び、市民
から信頼されるための応対術を習得することや、アサーション（自
他尊重の自己表現）について再認識するとともに、アサーティブ・
コミュニケーションを実践する上で必要な自己理解・他者理解、ア
ンガーマネジメントについて学ぶことを目的として、希望制の研修
を実施する。

①新規採用職員（前期約440名、年央未定）
②③受講を希望する職員

①4月、10月
②6月
③12月

総務局職員研修
所

(5) 選挙事務意識向
上研修

新規採用職員に対しては選挙の基礎知識や心得を習得する研修、係
長職昇任者に対しては係長職が担うことが多い職務代理者等の職務
内容や役割、責任等について学ぶ研修、課長職昇任職員に対しては
投票管理者の職務と責務について学ぶ研修を実施する。

①新規採用職員（約440名） ②係長職昇任者
（約180名） ③課長職昇任者（約90名）

①4月、②5月、③7月～8月 総務局職員研修
所、選挙管理委
員会事務局選挙
管理課
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NO. 取組名称 内容 対象 時期 主担当

(6) 情報セキュリ
ティ研修

情報セキュリティに関する職員の意識や知識の向上を図るため、情
報管理者、一般職員等を対象に、情報セキュリティポリシーや各課
公所における情報セキュリティ対策の状況等に関する解説に加え、
実際に発生した事故事例の解説やサイバー攻撃等のデモンストレー
ション、インシデント対応の演習等も取り入れた研修や資料配布に
よる自習、確認テストを実施する。

情報管理者研修（約300人）、一般職研修（約
400人）

7月～9月 まちづくり政策
局行政デジタル
推進課

(7) 特定個人情報の
取扱いに関する
研修

特定個人情報等の適正な取扱いの確保について、当該情報を取り扱
う所属の所属長や担当者等の意識と知識の向上を図るため、社会保
障・税番号制度概要や講ずべき安全管理措置について学ぶ研修を実
施する。

特定個人情報等の事務取扱担当者（約4,600
人）

7月～3月 まちづくり政策
局行政デジタル
推進課

(8) 契約・会計事務
実務研修

契約・会計事務を適正かつ円滑に執行できる職員を育成するため、
契約・会計事務の基礎知識に係る研修を実施し、実施後は資料をグ
ループウェアに掲載。また、各局・区・部・課の研修に会計課職員
が出向き支出事務や源泉徴収事務等に係る出前講座を実施するとと
もに、講座資料をグループウェアに掲載しｅ-ラーニング研修での
活用を図る。
①契約・会計事務実務研修会（契約課・会計課共催）　②会計事務
基礎講座　③会計出前講座

①②全職員のうち希望者（契約・会計事務初任
者）
③支出事務、源泉徴収事務に係わる職員

①5月　②7月　③通年 財政局契約課、
会計室会計課

(9) 工事検査事務に
関する研修

工事契約における給付の完了の確認を適正に行えるよう、工事担当
課の課長及び指名検査員を対象に、法令、基準、要綱、主な指摘事
例等を学ぶ研修を実施する。

工事担当課の課長及び指名検査員（約160名） 5月（～7月）～12月 財政局検査課

(10) 債権管理基本方
針等に関する周
知と研修

市有債権について、法令等に基づいた適正な管理を推進するため、
市有債権全般を対象とした基本方針、債権管理条例、債権回収の標
準的な事務手続きをまとめたマニュアル等についての周知を図ると
ともに、債権管理担当職員等を対象に研修を実施する。

全職員のうち希望者 通年 財政局収納管理
課

(11) 不当要求行為等
対応講習会

不当要求行為等に対する具体的な対処方法を学ぶ研修を市職員・施
設管理者職員等のうち希望者を対象に実施する。

市職員（公営企業含む）等　150名程度※市立
学校職員、外郭団体職員、指定管理者職員も対
象

8月下旬 市民局市民生活
課

(12) ＤＶ被害者等の
情報の保護に関
する研修

ＤＶ被害者等の安全を確保するため、住民基本台帳の住所情報参照
による各種行政サービス所管課等を対象に、ＤＶ被害の特性につい
て理解を深めるとともに、ＤＶ被害者等の情報の保護に関する基礎
知識や注意点を学ぶ研修を実施する。

住民基本台帳の住所情報を参照して各種行政
サービスを提供している業務の主管課及び各
区・総合支所の担当課職員等（約100名）

7月 市民局男女共同
参画課
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NO. 取組名称 内容 対象 時期 主担当

(13) 設計積算業務の
ミス防止研修

「設計積算業務のミス防止のための具体的な取組み」に基づき、技
術職員のスキルアップ、チェック体制の強化による正確性の確保、
ミスが発生した場合の組織的かつ速やかな対応について、確実に取
り組むよう庁内関係課あてに周知するとともに、工事等発注担当職
員を対象に、ミス事例の情報共有及びミス防止のための研修を実施
する。

工事等発注担当職員 5月～9月 都市整備局技術
管理室

(14) 市有施設の点検
に関する研修の
実施等

市有施設の点検について、施設管理者や施設所管課の理解促進を図
るため、下記の取組みを行う。
①点検の実施啓発を目的とした通知の発出
②施設の点検に関する研修の開催

①施設管理担当部署
②施設管理の初任者（指定管理者・委託業者を
含む）

①4月
②8月

都市整備局公共
施設マネジメン
ト推進課

26　服務規律の確保や適正な事務執行に向けた各種検査等

(1) 情報システム監
査

「仙台市行政情報セキュリティポリシー」において「重要な情報シ
ステム」として分類されるものから160システム程度を抽出し、セ
キュリティポリシーで掲げる項目の遵守状況を確認するために自己
点検を実施する。さらに、そのうち10システムを対象に訪問調査を
行い、2システムを対象に技術監査を実施する。

10課 12月～2月 まちづくり政策
局行政デジタル
推進課

(2) 情報セキュリ
ティ点検

「仙台市行政情報セキュリティポリシー」で掲げる項目の遵守状況
を確認するために、全庁各課公所に対して、自己点検を実施する。
さらに、そのうち5課程度を対象として訪問調査を実施する。

5課 8月～2月 まちづくり政策
局行政デジタル
推進課

(3) 特定個人情報等
の取扱いに関す
る監査

特定個人情報等の安全管理措置に関する要綱に基づき、個人番号利
用事務における特定個人情報等の管理状況の監査を実施する。

監査実施課数：21課
監査実施事務数：10事務

7月～2月 まちづくり政策
局行政デジタル
推進課

(4) 随意契約検査 随意契約の適正性の確保のため、各課で行った契約について、特命
理由や随意契約事由が地方自治法施行令や随意契約ガイドラインに
該当しているか等の検査を行う。

検査対象として指定した局・区 12月～2月 財政局契約課

(5) 会計に関する各
種検査

公金等管理意識の向上や不適正経理の発生防止のため、各種検査
（調査）を計画的に実施する。
①物品会計に関する帳簿及び証拠書類等の検査
②現金出納員等の会計事務に関する検査
③前渡資金に係る検査

令和8年度対象課 通年（検査により異なる） 会計室会計課、
各区税務会計
課、宮城総合支
所税務住民課、
秋保総合支所総
務課
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